
第２次福岡市教育委員会人権教育推進計画の点検・検証について 

 

 

１ 計画の概要 

 

（１） 計画策定の趣旨 

福岡市教育振興基本計画における人権教育にかかる実施計画として、人権 

教育推進に関する施策の進行管理を行うため、令和元年６月に策定されたも

のである。  

 

（２）計画期間 

   令和元年度～令和６年度の６カ年  

※第２次福岡市教育振興基本計画と同じ  

 

（３）計画の目標 

〇人権という普遍的文化の構築  

〇人の多様性を認め合う共生社会の実現  

  ※福岡市人権教育・啓発基本計画と同じ  

 

（４）計画の対象事業 

下記の項目に該当する全 46 事業  

①  学校教育における人権教育に関する施策  

②  社会教育における人権教育に関する施策  

③  特定職業従事者（※教育委員会事務局職員、教職員、社会教育関係者）

の人権教育の推進  

 

２ 点検・検証の結果 

○計画全体の成果指標の現状  ＜資料１＞  

○各事業の主な取組みや課題等（令和元年度～令和５年度）＜資料２＞  

○令和元年度～令和５年度実施事業 点検・検証委員会における  

意見の概要  ＜資料３＞  

 

３ 点検・検証の流れ 

10 月３日 福岡市教育委員会人権教育推進計画点検・検証委員会（第１回）

10 月 24 日 福岡市教育委員会人権教育推進委員会 

11 月 14 日 教育委員会会議（点検・検証結果を報告） 

※報告後、教育委員会ホームページにて結果を公表する。 

finemaintenance
テキストボックス
R６.11.14 協議・報告ア





計画全体の成果指標の現状

【学校教育】

指標名 指標の概要 対象
初期値
H29
(2017)

⽬標値
Ｒ6
(2024)

⼩６児童 79.3% 90% 84.2% 79.3%

中３⽣徒 73.5% 87% 83.6% 81.1%

⼩5児童 83.7% 90% 91.9% 90.5%

中２⽣徒 84.6% 90% 90.8% 88.3%

いじめに対する意識(全国学
⼒・学習状況調査)

「いじめはどんな理由があってもいけ
ないことだと思いますか」という設問
に対し、「当てはまる」「どちらかと
いえば、当てはまる」と回答した児童
⽣徒の割合

児童⽣徒 94.6% 97% 96.7% 96.7%

⼈権教育の視点を取り⼊れ
た授業の取組状況（教育意
識調査）

あなたの学校では「⼈権教育の視点が
取り⼊れられた授業が⾏われている」
という設問に対し、「とても当てはま
る」「どちらかといえば当てはまる」
と回答した教員の割合

教員 86.7% 100% 89.1%
調査
なし

【社会教育】

指標名 指標の概要 対象
初期値
H29
(2017)

⽬標値
Ｒ6
(2024)

区⼈権講座を受講して⼈権
に関する理解が深まった市
⺠の割合（各区⽣涯学習推
進課）

「⼈権に関する理解は深まりました
か」という設問に対し、「深まった」
「やや深まった」と回答した受講者の
割合

市⺠
調査
なし

80% 93.9% 94.4%

⼈尊協の活動の成果（⼈尊
協会⻑アンケート）

「活動を通じて⼈権意識の向上など、
地域への効果がみられるか」という設
問に対し、「効果が上がっている」
「少しずつではあるが効果が上がって
いる」と回答した⼈尊協会⻑の割合

⼈尊協
会⻑

85％
(Ｈ28調査）

90% 84.4% 90.3%

 本計画の⽬標である「⼈権という普遍的⽂化の構築」「⼈の多様性を認め合う共⽣社会の実現」
の達成に向けた進捗状況を確認するため、学校教育と社会教育の分野において、成果指標を設定し
ており、⽬標値に対する現状値は以下のとおりである。

第２次福岡市教育委員会⼈権教育推進計画に記載の内容
現状値
R５

（2023）

【参考】
前年度
R４

（2022）

第２次福岡市教育委員会⼈権教育推進計画に記載の内容
現状値
R５

（2023）

【参考】
前年度
R４

（2022）

児童⽣徒の⾃尊感情の状況
（全国学⼒・学習状況調
査）

「⾃分にはよいところがあると思う」
の設問に対し、「当てはまる」「どち
らかといえば当てはまる」と回答した
児童⽣徒の割合

児童⽣徒の思いやりや⼈権
意識の状況（⽣活習慣・学
習定着度調査）

「⼈が困っているときに助けていま
す」の設問に対し、「当てはまる」
「どちらかといえば当てはまる」と回
答した児童⽣徒の割合

資料１
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番号 意見の概要 事務局回答

1

【人権読本「ぬくもり」の改訂について】
　人権読本「ぬくもり」の改訂について、
今後の見通しを確認したい。

　現在、各学校から聞いた「ぬくもり」の
活用状況や使いやすさなどの声、どのよう
な題材を入れていくのか、といったことを
整理しているところであり、来年度から検
討が開始できるようにしていきたいと考え
ている。

2

【教職員の育成について】
　経験年数が少なく同和問題に関する認識
が浅い教員に対して、どのように対応して
いくのか。また、人権教育担当者の育成に
あたり何か指標はあるのか。

　初任者研修の１年目、２年目、３年目で
それぞれ人権に関わる研修を位置づけてお
り、また、全市人権教育研修において同和
問題は毎年度必修としている。今後も粘り
強く実施することで、教員の知的理解の深
化に努めていく。
　また、人権教育担当者の育成に関する指
標はないが、経験が少ない人権教育担当者
への研修については、関係団体の意見等を
聞きながら実態に即した研修にしていく。

3

【小・中学校の社会科における部落問題学
習指導事例の活用促進について】
　課題や取組みの方向性として「賤称語に
関する指導の強化」とあるが、どのような
形で指導強化を図っていく予定なのか。

　個別最適な学びや協働的な学びという新
しい学び方がある中で、子どもたちが本当
に真に受け止めてどのように学んでいくか
というところを考えた事例集にしていく。

4

【スクールソーシャルワーカーの増員につ
いて】

スクールソーシャルワーカーについて、
一人が複数校を担当しているが、各学校で
一人に増やしていく予定はあるのか。

スクールソーシャルワーカーについて
は、本市の現状として、文部科学省の配置
基準における重点配置校と同等の配置がで
きており、今のところ増員の予定はない
が、スクールソーシャルワーカー単独で仕
事をするのではなく、教育相談コーディ
ネーター、スクールカウンセラー、各学校
の教育相談担当の教員と連携をしながら、
スクールソーシャルワーカーでなければで
きない福祉や医療とのつながりを進めてい
くことで専門性を発揮し、活躍していただ
いている。

5

【PTA人権教育研修について】
　PTA人権教育研修について、平日の昼間
の実施の場合、仕事している保護者が増え
ている現状で参加者が少ない。今後参加の
機会が多くなるよう、具体的にどのような
形で働きかけていくのか。

　PTAが自ら企画・実施する研修だけでな
く、できるだけ保護者の負担がないよう
に、例えば区や市が開催している研修や講
習会に参加していただき、それを地域で共
有したり、オンデマンド配信を活用してい
つでも自分が好きな時間に見られるように
する等によって参加者を増やしていきた
い。

　第２次福岡市教育委員会人権教育推進計画に基づき、令和元年度～令和５年度に実施した事業につい
て、点検・検証を行うにあたり、学識経験者や関係団体の代表者などで構成する福岡市人権教育推進計
画点検・検証委員会を開催し、事業の実施内容等についてご意見をいただきました。

　　開催日時　令和６年10月３日（木）1３時３0分～１４時３５分

令和元年度～令和５年度実施事業　点検・検証委員会における意見の概要

資料３
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番号 意見の概要 事務局回答

6

【福祉体験学習について】
　学校で福祉体験学習を行う際は児童生徒
だけではなく、親も一緒に学んでほしい。
そうすれば家庭内でも親子のコミュニケー
ションの中で障がいに関する理解を進めて
いける環境ができてくる。

　大人が障がいに関する意識を高め、もっ
と発信し、伝えていくという感覚を持って
いないといけない。関わり方が分からず、
声がかけられない大人がいる。どう関わっ
たらいいのかということを教員が子どもた
ちに教えていくことがこれからは必要だろ
う。

7

【公民館の人権教育研修について】
　公民館の人権教育研修については参加者
の固定化が課題と言われるが、参加者を広
く集めるには、例えば、公民館を中心に人
尊協、小学校PTA、中学校PTAで実行委
員会を作って、保護者や子どもに参加して
もらうといった工夫が必要である。また、
公民館職員として、区の人権講座等に義務
として参加して、そこで学んだことを公民
館で実践していくような努力も必要であ
る。

　
　例えば人尊協で言えば、評判が良い講師
や取り組み等の情報は口コミで広がってい
るように感じるが、そういう情報を集め
て、多くの方に提供していけたらいいので
はないかと思う。

2



 

第３次福岡市教育委員会人権教育推進計画の策定について 

 
１ 概要 

 
（１）計画策定の趣旨 

 本計画は、本市の人権教育・啓発の基本方針を定めた「福岡市人権教育・啓

発基本計画」との整合性を図りながら、教育分野の基本方針を示す「福岡市教

育振興基本計画」における人権教育にかかる実施計画として、人権教育推進に

関する施策の進行管理を行うため、令和７年度に策定を予定するもの。 
 

（２）計画期間 
   令和７年度～令和 11 年度の５カ年 

※第３次福岡市教育振興基本計画と同じ 
 
（３）計画の目標 

〇人権という普遍的文化の構築 
〇人の多様性を認め合う共生社会の実現 

※福岡市人権教育・啓発基本計画と同じ 
 
（４）計画の対象事業 

学校教育及び社会教育における人権教育の推進、特定職業従事者の人権教育

の推進に関する事業を対象とする。 
 
（５）計画の成果指標等 

本計画の目標の達成に向けた進捗状況を確認するため、計画全体の成果指標

を設定する。 
また、各事業の実施状況を確認するための指標や目標値を設定し、総合的に

評価する。 
 
２ 今後のスケジュール 

 

【令和６年度】 

12 月～１月 福岡市教育委員会人権教育推進計画点検・検証委員会（第２回） 

       ※計画の骨子案について 

１月～２月 福岡市教育委員会人権教育推進委員会 

              ※計画の骨子案について 

２月～３月 教育委員会会議（骨子案の報告） 
３月    福岡市教育委員会人権教育推進計画点検・検証委員会（第３回） 

       ※計画の原案について 

【令和７年度】 
６月    福岡市教育委員会人権教育推進委員会 

       ※計画の原案について 

７月    教育委員会会議（原案の報告） 

資料４ 





 

 

福岡市教育委員会人権教育推進計画点検・検証委員会委員（令和６年度） 

 

                             （順不同・敬称略） 

役  職 氏  名 備  考 

学識経験者 伊藤 文一 前福岡女学院大学学長 

関係団体 池 勝 部落解放同盟福岡市協議会執行委員長 

関係団体 清水 邦之 ＮＰＯ法人福岡市障害者関係団体協議会理事長 

学校教育 原田 雅秀 福岡市人権教育研究会会長 

家庭教育 馬場 展枝 福岡市ＰＴＡ協議会副会長 

社会教育 栗﨑 博文 福岡市公民館館長会副会長 

  

 ※委員の任期は、令和６年９月 26 日から令和７年３月 31 日までとする。 
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